
消防車両の売却仕様書 
 

１ 総則 

  この仕様書（以下「本仕様書」という。）は、舞鶴市が売却する消防車両（以 

下「車両」という。）について必要な事項を定める。 

 
２ 引渡期限 

  契約締結後２０日以内とする。 

 
３ 規格及び数量 

売却する消防車両 はしご自動車 

台数 １台 

車種 日野ＭＨ前期型 

登録番号 京都８００は２８９ 

初年度登録 平成１４年３月７日 

車台番号 ＰＲ４ＦＰＨ１００４３ 

型式 ＫＬ－ＰＲ４ＦＰＨＦ 

原動機型式 Ｆ２１Ｃ 

排気量 ２０．７８Ｌ 

燃料の種類 軽油 

乗車定員 ６人 

車検有効期間満了日 令和８年３月６日 

自賠責期限 令和８年４月７日 

走行距離 ２１，４６４ｋｍ（若干の変動あり） 

アワーメーター表示 ５，３４９．８（若干の変動あり） 

その他 経年使用による汚れ・傷・色あせなどあり 

リサイクル料金（預託済） １１，３４０円 

 
４ 車両の所在及び引渡場所 

  舞鶴市字浜８０番地の４ 

  舞鶴市東消防署 屋外訓練場 

 
５ 車両の公開 

  車両の公開に関しては、公告文４のとおりとする。 

 
６ その他 

 ⑴ 車両は現状有姿での引渡しとなります。車両の状態については公開期間内に   

ご確認ください。車両の状態を確認しなくても入札に参加出来ますが、その場  

合は車両の状態について承諾したものとみなし、入札後の異議不服申し立ては  

一切認めません。 

⑵ 必要としない部材などがあった場合、買主の責任及び負担において法令に    

則り処分すること。 

⑶ 落札後に、緊急車両として使用しないこと。 



 ⑷ 本仕様書によらない事項、または細部についての質疑及び不明な事項が生じ   

  た場合は、別途協議を行うものとする。 
 

７ お問い合わせ先 

  舞鶴市字浜８０番地の４ 

  舞鶴市消防本部警防課警防係 

  TEL ０７７３－６５－０２１４ 

  FAX ０７７３－６６－２６０６ 


